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（契約の趣旨） 

第１条 甲と乙とは、機器の賃貸借に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（賃貸借期間） 

第２条 別表記載の借上装置（以下「装置」という。）の賃貸借期間は、頭書「借上期間」

とする。 

 

（納入、据付及び調整） 

第３条 甲は、納入期限までに乙の据付仕様に基づき、装置の据付受入準備を完了するも

のとする。 

２ 乙は、装置を別表記載の納入期限までに納入し、その後速やかに据え付け、かつ甲に

おいて装置を使用できる状態に調整を完了して、借上期間開始日までに甲に引き渡すも

のとする。 

３ 乙は、装置に乙所定の様式により乙の所有に属する旨の標識を付するものとする。 

 

（賃貸料） 

第４条 装置の賃貸料は頭書記載の金額とする。 

２ 賃貸料は、借上期間開始日から起算し、本契約の終了または解除の日までを借上期間

として歴月ごとに計算する。 

３ 賃貸料について、借上期間に１か月未満の端数を生じた場合は、月額賃貸料の３０分

の１に端数期間の日数を乗じて計算する。 

 

（賃貸料の支払） 

第５条 乙は、毎月の賃貸料を翌月の始めに請求し、甲は正当な請求書を受領した日から

３０日以内に請求書記載の方法により乙に対し現金で支払うものとする。 

 

（保 険） 

第６条 機器使用期間中の必要な保険については、乙が付保手続きを行い、保険料は乙の

負担とする。 

２ 第１４条第２号の規定により甲の負担する損害金は、乙が受け取った保険金の範囲内

において免れるものとする。 

３ 保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受領

に関し、必要な一切の書類を乙に交付する。 

 

（カード・テープその他の補給品） 

第７条 甲は、装置の使用に関して乙の機器の劣化を促すような消耗品・その他補給品等

は、乙の指定品を購入して使用するものとする。 

２ 甲は、乙の指定品以外のものを使用するときは、事前に乙の承諾を得ることとする。
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この場合、乙は技術検証を行い支障がある場合を除き、速やかに承諾するものとする。 

３ 指定以外の使用によって生じた装置の事故について、乙は責任を負わない。ただし、

前項で承諾したものを除く。 

 

（装置の追加） 

第８条 甲が装置の追加を希望する場合は、その装置について別途契約を締結するものと

する。 

 

（装置の取り替えまたは改造） 

第９条 装置の取り替えまたは改造については、甲はあらかじめ文書をもって乙の承諾を

求めるものとする。この場合、その費用は甲の負担とし、乙または乙の認める者がこれ

を行うものとする。 

２ 装置の取り替えまたは改造によって契約内容を改訂する必要が生じた場合は、変更契

約を締結するものとする。ただし、取り替えの場合の装置の追加については第１０条の

規定によるものとする。 

 

（他の機械器具の取り付け） 

第１０条 装置に他の機械器具を取り付ける必要が生じた場合、甲はあらかじめ文書をも

って乙の承諾を求めるものとし、甲の費用負担において乙または乙の認める者がこれを

行うものとする。 

２ 乙は前項の取り付けが装置の機能に支障を与えるものと認めたときは、甲の申し出を

拒否することができる。 

 

（装置の移転） 

第１１条 装置を頭書記載の据付場所から移転する必要が生じたときは、甲はあらかじめ

文書によって乙の承諾を得るものとする。この場合、装置の移転に要する費用は甲の負

担とし、乙または乙の認める者がこれを行うものとする。 

 

（装置の返還） 

第１２条 本契約の終了または解除の場合には、甲は乙に対して装置を他の機械器具の取

りはずし等によって引渡し当時の現状に復した上、ただちに返還しなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により甲が装置を返還したときは、甲乙協議して定めた期間内にこ

れを引き取るものとする。 

３ 装置の返還にあたって、甲は乙または乙の委託をうけた者が装置を引渡し、荷造りお

よび運送に立ち会うために派遣する社員の指示に協力するものとする。 

４ 装置の撤去搬出にあたり甲の立会いを得られない場合には、乙は乙の選択する公正な

第三者の立会いのもとに据付場所に立ち入り、装置の撤去搬出を行うことができる。 

５ 装置返還後の旧据付場所の修復についての費用は、甲の負担とする。 
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（遅延損害金） 

第１３条 乙は、甲が債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払のあった

日までの期間に応じ支払うべき金額に対し、この契約の締結の日における政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき

定められた遅延利息の率の割合で計算した遅延損害金を甲に請求することができる。 

 

（善管義務） 

第１４条 甲は、装置の据付場所およびその状態をあらかじめ乙が申し出た温度、湿度そ

の他良好な環境の下で維持管理し、また善良な管理者としての注意をもって装置を管理

しなければならない。 

２ 甲の故意もしくは過失によって装置が損害を受け、またはこれに損害を与えた場合は、

乙は甲に対し損害賠償金を請求することができる。 

 

（禁止事項） 

第１５条 甲は、文書による乙の事前の承諾がない限り、次の行為をすることができない。

甲がこれに違反し乙が損害を被ったときは、甲はその損害賠償責任を負うものとする。 

⑴ 装置を質権、譲渡担保その他他人の権利の目的物とすること。 

⑵ 装置につき留置権ならびに同時履行の抗弁権を行使すること。 

  

（通知義務） 

第１６条 下記の場合、甲は遅滞なく乙に通知しなければならない。 

⑴ 装置につき乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、またはそのおそれが  

あるとき。 

⑵ 装置につき盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき。 

 

（立入権及び秘密保持） 

第１７条 乙は、契約期間中装置の保守および管理のため、乙の社員およびその指定する

者が装置の据付場所に立ち入ることができるものとし、甲はこれに協力しなければなら

ない。この場合、その者は必ず身分証明書を携行しなければならない。 

２ 前項の立ち入りに際して得た甲の業務上の秘密は、これを第三者に漏洩してはならな

い。 

 

（契約不適合責任） 

第１８条 乙は、履行開始日以降、この装置の規格、性能、機能等に不適合、不完全その

他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、借上期間中、修

補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せ

て損害賠償の責めを負うものとする。 
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（甲の催告による解除権） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

⑴ 正当な理由なく、装置の納入期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

⑵ 正当な理由なく、第１８条第１項の履行の追完がなされないとき。 

⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（甲の催告によらない解除権） 

第１９条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除

することができる。 

⑴ この契約の装置を納入させることができないことが明らかであるとき。 

⑵ 乙がこの契約の装置の納品の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑶ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する

ことができないとき。 

⑷ 契約の装置の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしない

でその時期を経過したとき。 

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をして  

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである

とき。 

⑹ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）が経営に実質的に関与

していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。 

⑺ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

すると判明したとき。 

⑻ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第７条若しくは第８条の２の規定に基づ

く排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は同法７条の２（同法８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、

同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があった

とされたとき。 

⑼ この契約に関して、乙（乙が法人の場合については、その役員又はその使用人）の



                              機器貸借契約書約款 

 

- 5 - 

 

刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が

確定したとき。 

 

（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第１９条の３ 第１９条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由による

ものであるときは、甲は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（協議解除） 

第２０条 甲は、業務が完了するまでの間は、第１９条及び第１９条の２の規定によるほ

か、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。 

２ 甲は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

（甲の損害賠償請求等） 

第２１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を請求することができる。 

⑴ この装置に契約不適合があるとき。 

⑵ 第１９条又は第１９条の２の規定により、装置の納入後にこの契約が解除されたとき。 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の

１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

ただし、甲に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合においては、甲が超過

分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

⑴ 第１９条又は第１９条の２の規定により装置の納入前にこの契約が解除されたとき。 

⑵ 装置の納入前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によ

って乙の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号及び第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する

場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用
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しない。 

５ 第２項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保

険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契

約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって

同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約

の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解

除が、第１９条の２第６号から第９号の規定によるときはこの限りではない。 

 

（紛争の処理） 

第２２条 前条の協議によって、なおこの契約の履行につき紛争が円満に解決できない場

合は、東京地方裁判所を管轄裁判所として紛争を処理するものとする。 

 

上記契約の証として、甲と乙とは本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１

通を保有する。 
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（総 則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。 

 

（用語の定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところと

する。 

 ⑴ 甲 発注者である多摩市をいう。 

 ⑵ 乙 多摩市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全

てを含む。 

 ⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」

という。）第２条第２号に規定するもの 

 ⑷ 暴力団員等 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過しない者 

 ⑸ 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治

活動を標榜して不法行為を行なう者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行

なう者又は団体 

 ⑹ 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。 

  ア．暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為 

  イ．威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為 

  ウ．正当な理由なく面会を強要する行為 

  エ．正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を

不当に要求する行為 

  オ．前各号に掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に

支障を生じさせる行為 

 ⑺ 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員（役員とし

て登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。）又は支店若しく

は営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員 

 

（乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権） 

第３条 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する又は解除する

ことができる。 

 ⑴ 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員が経営に実質的

に関与していると認められるとき。 

 ⑵ 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等

に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、

暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 ⑶ 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどし
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ていると認められるとき。 

 ⑷ 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような

関係を有していると認められるとき。 

 ⑸ 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号の

いずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。 

２ 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かに係わらず、

乙は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

３ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も５年間適用する。 

４ 第１項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、

甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができ

る。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払

わなければならない。 

 

（反社会的勢力を排除するための連携） 

第４条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力

を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行なうものとする。 

 

（不当要求行為等を受けた場合の措置） 

第５条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速

やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。 

 ⑵ 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然とし

て拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等か

ら報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。 

 ⑶ この契約に関して乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、乙は、下請契約等の

締結に際して、第３条第１項及び第５条第１項により乙が遵守を求められていると同

様の内容を規定しなければならない。 

２ 乙が前項の報告、届出等を怠ったときは、甲は状況に応じて契約解除、入札参加停止

又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が

報告を怠った場合も同様とする。 

３ 第３条第２項から第４項までの規定は、前項の場合に準用する。 

 

 


